
5 タウントピックス

大
田
原
税
務
署
で
は
、
軽
減
税
率
制

度
説
明
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

事
業
者
の
方
な
ら
、
ど
な
た
で
も
参

加
で
き
ま
す
。

▼
日
　
程　

８
月
27
日
㈫
、
28
日
㈬
、

29
日
㈭

▼
時
　
間　

午
後
１
時
〜
２
時
30
分
、

午
後
３
時
〜
４
時
30
分

▼
場
　
所　

大
田
原
税
務
署
別
館
２
階
会
議
室

▼
内
　
容

・
軽
減
税
率
制
度
の
概
要
（
対
象
品
目
、

帳
簿
・
請
求
書
の
記
載
方
法
等
）

・
適
格
証
明
書
等
保
存
方
式
の
概
要

・
軽
減
税
率
制
度
対
策
補
助
金

・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

・
消
費
者
還
元
事
業

※
参
加
費
無
料
、
予
約
不
要（
先
着
順
）

▼
問
合
せ
　

大
田
原
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

☎
０
２
８
７
‐
２
２
‐
３
１
１
５

（
２
番
を
プ
ッ
シ
ュ
）

８
月
15
日
は
終
戦
記
念
日
で
す
。
町

内
で
は
、
役
場
前
の
慰
霊
塔
と
伊
王
野

専
称
寺
境
内
慰
霊
塔
で
戦
没
者
追
悼
式

が
行
わ
れ
ま
す
。
参
列
す
る
方
は
、
午

前
11
時
50
分
頃
ま
で
に
役
場
前
の
慰
霊

塔
ま
た
は
伊
王
野
専
称
寺
境
内
慰
霊
塔

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

先
の
大
戦
に
お
け
る
全
て
の
戦
争
犠

牲
者
に
対
し
追
悼
の
意
を
表
し
、
多
く

の
犠
牲
の
上
に
も
た
ら
さ
れ
た
平
和
へ

の
思
い
を
新
た
に
す
る
た
め
、
各
家
庭

で
も
半
旗
を
掲
げ
、
正
午
の
サ
イ
レ
ン

等
に
あ
わ
せ
て
１
分
間
の
黙
と
う
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

保
健
福
祉
課
福
祉
係　

☎
72 

６
９
１
７

町
で
は
、
河
川
な
ど
の
水
質
保
全
の

た
め
、
汲
み
取
り
式
ト
イ
レ
ま
た
は
単

独
処
理
浄
化
槽
を
合
併
処
理
浄
化
槽
に

転
換
す
る
場
合
等
に
、
町
民
の
方
を
対

象
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
補
助
対
象　

公
共
下
水
道
供
用
と
認

可
区
域
外
の
一
般
住
宅
（
た
だ
し
、

併
用
住
宅
は
、
住
居
部
分
の
床
面
積

が
延
べ
床
面
積
の
２
分
の
１
を
超
え

る
も
の
）
で
汲
み
取
り
式
ト
イ
レ
ま

た
は
単
独
処
理
浄
化
槽
を
合
併
処
理

浄
化
槽
に
転
換
す
る
場
合
等
で
、
国

の
基
準
に
あ
っ
た
10
人
槽
以
下
の
も

の
※
既
存
の
単
独
処
理
浄
化
槽
は
全
て
撤

去
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
補
助
金
額
（
令
和
元
年
度
補
助
額
）

５
人
槽　
　
　

３
５
２
，
０
０
０
円

７
人
槽　
　
　

４
４
１
，
０
０
０
円

10
人
槽
（
二
世
帯
住
宅
に
限
る
）

　
　
　
　
　
　

５
８
８
，
０
０
０
円

※
単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄

化
槽
に
転
換
す
る
場
合
に
は
、
単
独
処

理
浄
化
槽
撤
去
費
用
の
２
分
の
１
（
５

万
円
を
限
度
）
の
額
を
補
助
金
に
加
算

し
て
助
成
し
ま
す
。

浄
化
槽
の
維
持
管
理

・
保
守
点
検　

年
に
３
〜
４
回
の
保
守

点
検
が
必
要
で
す
。
県
に
登
録
し
て

い
る
保
守
点
検
業
者
に
委
託
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

・
清
　
掃　

毎
年
１
回
以
上
の
清
掃
が

必
要
で
す
。
許
可
清
掃
業
者
に
委
託

し
て
く
だ
さ
い
。

・
水
質
検
査
（
法
定
検
査
）　

毎
年
１

回
の
受
検
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
（
県
内
で
は
、
栃
木
県
浄
化
槽

協
会
が
指
定
検
査
機
関
）

▼
問
合
せ
　

〇
上
下
水
道
課
下
水
道
業
務
係

☎
72 

６
９
１
９

〇
栃
木
県
浄
化
槽
協
会

☎
０
２
８
‐
６
３
３
‐
１
６
５
０

８
月
15
日　

戦
没
者

追
悼
式
が
行
わ
れ
ま
す

●消費税軽減税率電話相談センター 
受付時間は平日午前９時から午後５時まで。
＊ナビダイヤル0570-030-456（通話料がかかります）もご利用いただけます。

制度についてのお問い合わせ

●軽減税率対策補助金事務局
受付時間は平日午前９時から午後５時まで。

〈フリーダイヤル〉 ０１２０－３９８－１１１
補助金についてのお問い合わせ

仕入税額控除の方式が変わります！

標準税率 と、

に係る軽減税率 について

10％

8％

・飲食料品（酒類・外食を除く）
・新聞（定期購読契約された週２回以上発行されるもの）

帳簿・請求書・レシート等の記載を
複数税率に対応させる必要があります。
全ての事業者の方に関係があります！
飲食料品等の仕入れがあれば、対応が必要に。

8％ 10％

レジや受発注・請求書管理システムの
導入・改修が必要となることがあります。
中小企業・小規模事業者等の方向けに
軽減税率対策補助金が拡充されました！

8％ 10％

2019年10月1日から
消費税・地方消費税の                       がスタート。軽減税率制度

事業者の皆様！

〈フリーダイヤル〉 ０１２０－２０５－５５３

８月は個人事業税（１期分）の納付月です
納付期限の９月２日までに納付してください。本年度から１期分の納税通知書に、２期分の納付書を同封します。

コンビニエンスストア（税額30万円以下のもの）、クレジットカード（Ｙａｈｏｏ！公金支払い、税額１００万
円未満のもの（決済手数料別途））、ペイジーによる納付ができます。
口座振替を希望する方は、大田原県税事務所または最寄りの金融機関でお申し込みください。

■問合せ　大田原県税事務所課税課　☎０２８７‐２３‐４１７２

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
説
明
会
の
ご
案
内

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助
金
制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い


